
令和8年4月10日

林弘法律事務所 山中様

内閣府大臣官房会計課

いつもお世話になっております。

令和8年4月7日付で実施の申し出をいただきました行政文耆の開

示について、別添のとおり、複写機により白黒又はカラーで複写した

ものを交付させていただきます。

以上、何卒よろしくお願いいたします。

内閣府大臣官房会計課

代表: 03-5253-2111 (内82374)



1月23日（金） 閣議後大臣記者会見

1．昨日（1月22日）午後6時30分ごろ、
内閣府が運行管理業務を委託している会社の
運転手が運転する、同府が所有する車両を含
む、計6台が絡む多重事故が発生し、1名が
死亡､多数の方が負傷されたと承知している。

2．本件事故の原因等については、警察において
捜査中であると承知している。

3．お亡くなりになられた方に御心からお悔やみ
を申し上げるとともに、負傷された方々の一
刻も早いご回復をお祈り申し上げる。

(職員は同乗していたのかなど、詳細を問われた
場合）
4．現在、警察において捜査中であり、お答えは
差し控えたい。

（ドライバーは委託事業者なのか｡）
5．当該車両については、運行管理業務を外部に
委託しているもので ある。更なる詳細につい
ては、警察において捜査中であることから、現
時点でのコメントは差し控えたい。

想定問－1

交差点
し、計
亡、8
の報道

東京都港区赤坂の特許庁前の
閣府の車両を含むが信号を無視
絡む交通事故により、1名が死
軽傷を負った事故が発生したと
が、大臣の受け止めいかん。

、
内
が
重
る

想定問
で、
6台
名が
があ



(参考1）現時点で判明している情報（23日07：00時点）

○この事故で死亡された方

○乗車していたのは以下3名 一、容体）

①内閣官房｜

’

｜

’

》一一一一一

’

’

’

’

’

(管理運行請負事業者:㈱大新東))’ ｜氏

｜

③車両の運転手

｜

■■■■■■

想定|問－2



(参考2）1月23日配信 Yahoo !ニュース

東京・赤坂で内閣府公用車が信号無視で多垂事故 1人死亡8人垂軽

ｲ湯 危険運転致死傷の疑いもあるとみて捜査！&\視庁

⑬⑥ 弓TBS NEWS DIG \

頭京･ *t5の亥差点できのう夕方、内閣時の公用聴力(赤1呂号を雲褐してシ差濤に遭八し、

聖6台が息昌む多聰､I》故が起きまし足。この蛎故て、巻き込壹，‘.こタクンーに華うて、匡冨

の男性1人が死亡しだほか、SAの男女力唾篭侭を色い壬（，そ。

【写真を見る】大詰し足顎から伝わる普鰹ﾔの澗繋

藍混庁によりますと、きのつ午捲6膳半すぎ、港区赤煽の立差点て&内閣府の公国韻がワ

コン華に蛎突し、そのはずみでワゴン噸と僕走していモタクンーのぎか、対向申も鼎のごみ

収砿顎なと3台も巻き込まれ、あわせて6台が箔む龍故l!ご怒りましそ。

一二の邪教で、タクシーに客として舞ってい足東京・港区の会社輿・明石舅さん（32）が

死亡し、20代かつ60代の男女8人力唾軽1垣を負うたというL二とてす。

墾数に巻き込まれたタクシー一通転手

「交差点を董通に通過しようとしだところ、ハントルを重I定してブレーキを鼈ん足んとす

けと、（自貝の寧ろ車が）もつ何台かの輩にぶつかりながらZ回藍くらいして」

雪?見庁によりますと、内閣府の公用単が赤信号を窯損して方差煮にj臣入して．イモ《－とが｜

ライブレコ ダ の橲査なとからわかったということてす．公国桑を〕亜鉦し-こ'ｱｰのは、

内閣府かう迩舞素溺を妻｡ﾓされている会社の6Q諾の男卜生で、亜曙です。

嬉宣間'暴言によりますと、危移i懇志?死煙の蕊いち蚕ろとみて、監視庁が覗釣の亨因を調

べてぃ曇ということです．

想定問－3



交通事故発生報告書(速報）

1．発生概要

発生日時:2026年1月22日18時30分頃

運転士:｜
発生場所:特許庁前 交差点

関係車両:内閣府官用車、アルフアード、タクシー2台、ゴミ収柴車、ベンツの計6台

●

●

｡

2事故状況

’

’8時30分頃、特許庁前交差点において、内閣府官用車が赤信号で進入し、他車両と衝突する事故が

(発生した｡運転士力N
p

現在、警察によりドライブレコーダー、防犯カメラ、目撃者証言等を基に、事故の経緯および原因について

調査が進められております。

3．確認できている被害状況(被害者･車両）

※以下は警察および関係機関からの'|青報に基づく‘

（1）運転士及び内閣府御乗客

・当社運転士l －l:’“
Ｊ

乱

’’

:’・ 内閣府御乗客 1）

’

・ 内閣府御乗客2 ’

(2)相手方･第三者

|■■■■報道'情報）

■I■警察情報）

１
１

●
●



■■■

■ 石警察情報)列
■■警察情報）
傭■警察情報）

■
■
■
■
軸

。
。

●
ｏ

彗
巨４

｜

’

・ 担当警察署:赤坂警察署 交通捜査係

・担当者:■■氏(TEL : 03-3475-0110)

警察へは大新東㈱n連絡先を伝達済みであり､相手方より連絡をいただくよう要請している｡なお、
相手方の氏名等の詳細情報は現時点では不明である。

5.特記事項

（
通常､事故発生時は当該運転士より直接会社へ連絡が入るが､今回は運転士から連絡できる状況でな

かったため、初動連絡が行えず､事故の発覚および報告までに時間を要した。（19:57内閣府内他運転

士が事故後の現場を見て■■こ連絡､その後現場に駆け付けた）

運転士の健康診断結果は’

’勤務状況について

6．今後の対応(予定）

警察による事故原因調査への全面協力

被害状況の確認およびご家族･関係先への対応とお見舞い

事故状況および社内対応体制の検証

再発防止策の検討･実施

（．
塩
》

二皿

以上､1月23日7:00時点で確認できている内容を速報として報告致します。



令和8年1月26日

内閣府大臣官房会計課

新庁舎整備企画室企画調査官 井出 英次 様

永田町PFI株式会社

｜■■■■

内閣府新庁舎（仮称）繋愉等事業にかかる

官用京運行管理業務における事故発生についてのご報告

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

令和8年1月22日、官用車運行管理業務において、死侮者複数始を含む大規模な交通

車故を発生させ’ご乗車の貴府轍員様及び第三者に甚大な被害を与えるとともに､関係各
位に多大なご迷感をおかけする事態が発生しましたことは、賊に申し訳なく深くお詫び申
しあげます。

本件につきまして、官用車運行管理業務実施企業である大新東株式会社から報告があり
ましたので、添付のとおり提出いたします。

今後、被害に遭われた方に対し、誠意をもって対応させていただくとともに、対応状況
につきまして、随時、貴府に対してご報告させていただきます。

以上



2026年1月26日

永田町PFI株式会社

｜’ |様
大新東株式会社 東京支店

■■■■■■

官用車運行笹理業務における事故発生についてのご報告

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

令和8年年1月22日、弊社業務において、大規模な事故を発生させてし童い、死負傷

者数名と甚大な被害を与える事態となってしまいましたこと、関係者の皆様にも多大な迷

惑をおかけしたことに深くお詫び申し上げます。 。

本件につきましては、原因等捜査中のため現段階で判明している事実の報告をさせてい

ただきます。

今後、被害に遭われた方々への随意をもった対応を最優先に警察署の捜査にも全面的に

協力していく所存でございます｡

本件についての対応は、すべて弊社が責任をもって行う ことといたします。

対応の進捗、班故状況の判明については、随時報告させていただき浅す。



2026年1月26日

永田町PFI株式会社 御中
大新東株式会社

東京支店 城南営業所

事故に関するご報告

平素は、弊社業務に対しご協力、ご指導をいただきありがとうございます。
さて、2026年1月22日に重大事故を発生させてしまい誠に申し訳ございません。

マスコミ等では報道されているものの、現在、赤坂警察署にて捜査中であり、全容解明ま
では時間が掛かる見込みでありますので、詳細については捜査終了後に報告させていただ
きます。

取り急ぎ、関連する情報で確実なものと内閣府様からの質問に対する回答を以下のとおり
報告させていただきます。

■事故発生からの情報

別紙1 速報をご参照ください。

■内閣府会計課，新庁舎整備企画室様からの質問

○業務の概要と実施体制

別紙2 業務計画書をご参照ください。
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| 別紙21会計課自動車係からの確認 別紙2

隅1）運転手の情理はどうなっているか（全体および当骸迦|'且手）

※残業時間等も教えてください。

､毎朝、晩の検温とアルコーールチェックの実施｡全篭の残業時間は平均■
当該運転手の残業時間圃
別添2－1 出勤簿(2025年9月～2026年1月）をご参照ください。

問2）当該運転手は交差点に入る前に気を失っていたという報道があるが事実か

I

問3）当該琿転手は窩齢（砂）であるが、要求水準に定める適正診断の実施状況

（全体及び当該運転手）※適正検商の内容も教えてください。

、65歳以上の全運転土に対し（独）自動車事故対策競構の適性検査を実施．

’当該運転手は’
’'

別綴2-2 適正診野票をご参照ください。

問4）運転手の他殿診断等の実施状況。必要に応じたフォローアッブ等の実施の有無‘

” 全運転士に1回/年の健康診断を実施し再検査項目が有れば必ず再検査も

ヨ
受診させてい

当該運転士は

|蹄5）運転手への教育の実施状況がどうなっているか

．入社時と1回/年、全体研修を実施、また責任事故を起こした運転手は速やかに

蕊故研修を営業所の指導員に於いて実施しています

’
問6）当該運転手の普段の微子、周囲からの評判（あれば）等

’

会計課新庁舎整備企画室からの確認

問1）業務の概要

・別紙2‐3 業務実施高二画省をご参照下さい。

肝2）実施体制

｜｜業務責任者

業務副責任者 ’ ■｜
業務閏責任者｜

隅3）迩転士について

堀 ド寺代のﾒﾝﾊｰと大新束のﾒﾝﾊｰの比較表
（’ い､ら継読してし､る方､大新束で新規採用された方が分かる様に）
②74台をやりくりするのに、何人/本制で荻リ絶んでいるか。

（ｲ掴芳員の人数、イ本制等）

別紙2-4 運転士一覧表をご参照下さい。

間4）シダックスと大新束の蛍本関係とグループ閏の体制の説明

・’
| 2025年加月に会社分割を行い、大新東株式会社はシダックス

株式会社の完全子会社となっておIﾉます．
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内閣府新庁舎（仮称）塾備梓事業 業務実施計画書

圃藏2三ｺ
10｡官用車運行管理業務

・官用車運行管理業務に係る要求水地に従い、必要書類の作成を実施するとともに、適切な車両の運行

管理を行い、安全を確保するために必要となる保全管理を実施する。

(1)対象車

｜
’

仕様

|指定各仕様除零鍔硫厘
対象車

|委託業者指定全車両

なお、年度毎の運行管理対象の台数は以下のとおりとする。
(単位：台）

年度 IR6年度|R7年度|R8年度|R9年度| R10年度! R11年度| R12年度| R13年度

1，，アア77 ,| 77 177
1閣府

業務鮠囲， 77 77 177
内閣府

委託業務鮠囲
7777 777777777777

R18年度|| R19年度| R20年度I R21年度年度 I R14年度I R15年度I R16年度 R17年度

77委織熟囲’ 77 7777777777 77

(2)除外項目

．以下に示す日常の業務は、事業者が行う業務の対象から除く。

・法定点検

・内部職員が有給休暇取得等で欠員が生じた場合の運行業務

・災害時の運行業務

(3)業務提供時間

a・閉庁日及び国が特に指定した日を除く日の、8時30分～17時30分を原則とする。

面■■印画圃画圃画印画、■■mmmmm"晒師団師呵画業務項目

’
｜

’

1

1
通常業務提供時間
8:30～17:30開庁日官用車浬行管理業務

b. 業務提供時間帯は上記の表のとおりとする。ただし、事業者は業務遂行上やむを得ない事情等又は、
内閣府からの要謂があった場合には､設定した業務提供時間帯以外での業務にも対応する。

C.勤務体制は以下の表に基づき実施する。

■■■nm■■画面国'百｜，~|阿師、師m雨雨師師師雨師団函業務分担

’
一
一
Ｉ

判
一
Ｊ

朝礼･点検
業務責任者

朝礼･点検官用車
運行管理業務

剛責任者開庁日

乱従耶者

d.緊急対応

<a)運行管理業務に支障が発生した場合、『緊急連絡網』に基づき対応する。

60

統括管理

運行監視･掘示

昼
休 統括管理

週行監視･指示

絃括管理

亜行監視･指示

昼
休 絃括管理

運行監視･指示

運行業務

畳
休

運行業務



内閣府新庁舎（仮称）整備梓事業業溺実施計画香

(b)全業務従事者に会社支給スマートフォンを貸与し連絡体制を柵築する。

(4)時間外対応等

a・業務の都合上必要があると認めたときは、時間外においても業務を遂行するものとする。
b,時間外業務（閉庁日における業務も含む。）については、実需に即応できるよう業務提供体制を整備
し、時間外業務の要請があった場合には適切に対応する。 ．

c，なお、時間外業務については、以下の時間外業務時間が発生することを想定している。

1台あたりの時間外業務 （月）

零零厘幕
I類8洋廃雛”菊毒彌加隼露|狼1鮮度叱哩年齢'1知3年度:l
1 30H " 30H | 30H I 30H ｣ 30}| _l 30H I

|硫g軽ﾖ麹?RI5環舞椥6年露|､加澤度:獅顧藏函皿穿度』唾0洋礎ﾄ畑越；
FWi5 30H 1 301! 1 30H I 30H g 30H 1｢30H =|30H’

i所属？

内閣府

(5)業務提供場所

a‘すぺての官用車の連絡・調整は8号館内の運嘱手控室で実施する。
b.運行鮠囲は庁舎近辺で、8号館内閣府別館及び虎ノ門第37森ビル等から職員が必要とする場所までの
範囲とする。

．c，車両の保管場所及び待機場所として以下の場所を予定する。（内閣府からの要請により、変更、追加
される可能性がある。）

・8号館

・内閣府別館

・虎ノ門第37､森ビル ‘

・赤坂パーークピル

(6)業務提供対象

，原則として各入居官署とする。なお、別に指定する官職の運娠は業務提供の対象外とするが、協識によ
り業務提供の対象とすることができる。
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内閣総理大臣※

内閣官房長官※、国務大臣

内閣官房副長官、副大臣

團蒙要全保障局長、内閣危機管理監､内閣人事局長、左亘政溌宣
内閣官房副長官補、内閣広報官、

内閣情報官、内閣総理大臣補佐官

事務次官

内閣総務官 ．

。※秘密官含む

(7)業務提供体制の整備

a ・管理車両は国が用意する。

b.内部職員数の変動に伴い、運行管理対象台数が変動する。国と担当企業が事前に協議を行い、余裕を
もって次年度の台数を決定する。

c・管理車両のうちステーションワゴンについては状況に応じて適宜運行を行うこととし、運転者の配憧
にづいては事前に協議する。

。、一般公用車以外の車両については講習等を実施し、安全な運行が可能とする。
e・当該車両が修理等で運行業務ができないときは代替車両で業務を行う。なお、代替車両は国で用意す
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， 内閣府新庁舎（仮称）整備坤事業業務実施計画香

る。

入居官署の担当者と業務責任者で､週1回運行訓整会識を開催､管理統括資任者と業務責任者で､週
1臣|運営業務連絡会を開催し翌週のスケジュール調整を効果的に行う。

f

(8)業務従事者の管理

､a,業務従事者ではない、専任の運転経歴(自社歴)10年以上経過の業務責任者が8号館に常駐し、国との
調整、連絡調整責任者への配車指示、業務従事者の指導監督及び事故等の緊急対応に当たる。

b.上記の車両保管場所及び待機場所の業務従事者のうち1名を連絡調整責任者として配侭する。
c・業務従事者に対して安全教育制度を設け、10日間の教育研修を実施する。
d.運行技術‘ﾏﾅｰなどの社内定期研修とともに､安全運転中央研修所諦習など外部研修に毎年参加す

る。

e、全従事者に個人情報管理のためのプライバシーマーク研修及び試験の年一・回実施と、誓約書による守
秘義務確保を羨務付ける。

f.業務従事者の配置に際し、霞ヶ関周辺の中央官庁等の配置等について、教育を行う。
9,教育担当者による定期巡回を月3回実施し、教育を行う。
h.定期巡回にあわせて、個人又は小集団を対象に、資料・画像を利用した安全啓蒙活助を行う。
i,教育担当者による､同乗運転チェックを実施し､運転技術.ﾏﾅｰの実地確認を行う。
j,出発着時の声掛け・注意喚起を行い、安全の意繊づけを行う。
k.業務従事者過失の事故等を起こした者に対し、（独)自励車事故対策磯梢(NA S VA)を活用(講習及び
適性検査)し再発防止に努めながら「安全安心」な運行を行う。1年以内に2回事故を起こした場合
は、NASVA研修及び適性診断に基づいた研修を必須とし、さらに2回目の事故より2年以内に業
務従事者過失の事故を起こした場合は退職を勧奨する場合がある6．

(9)業務従事者の要件

a・普通自動車運娠免許取得後10年以上経過し、かつ、自社研修を10日間受謝した者とする。
b,運営企業又は官用車運行管理業務を実施する企業が直接雇用する社員であり、東京都内における運転
従事歴が3年以上かつ継続して半年以上ある者とする。

c;事業期間にわたり、過去3年以内に運転免許証の停止処分等の原因となる重大な交通違反歴がない者
とする。

･d.各年度当初において、原貝lj、満年齢65歳以下 とする。ただし、下記条件を充たした者は、各年度当初
において満年齢69歳以下まで従事することができる。

(a)各年度当初において満年齢66歳以上である場合

年2回以上の定期健康診断を受診し、無呼吸症候群に関して指摘があった者は検査を受診させ、ま
．た65歳時点で月間残業時間が継続的に80時間を超えている者は脳ドツ クを受診させ運転に支障の

． ないことが確認された者。（当該業務従事者に関し、体力及び健康面に問題のない者であることを．
事業者が砿認している旨を書面により国に提出すること。）

(b)各年度当初において満年齢68歳以上である場合

上記(a)に加え、国土交通大臣が認定する事業用自動車運継者に対する適性診断（旅客）もしくはそ
れと同等の適陛診断を受診し､その診断結果に基づく指導を官用車運行管理業務を実施する企業か
ら受けた者。（当該業務従事者に関し、上記(a)に加え、当該指導を受けた者であることを事業者が
確認している旨を書面により国に提出すること｡.）

e・代務者については経験や実積を踏まえ都度協議するものとする。
f.恒常的に早出・残業をすることが予想されることから、体力及び健康面に問題のない者とする｡
9･.内閣府のマイクロバスの運帳のため、上記に加えて中型免許以上を所有している者を2名以上配腫す

‘ る。

h.代務従事者を事前に登録し、速やかな業務引継ぎ為行う。

i,上記に記載する教育を定期的に受諭していること。
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内閣府新庁舎（仮称）整備梓本巣業務実施計画書

(10)官用車運行管理

a，国が作成した、業務提供対象ごと、業務従事者及び車両ごとの運行計画に従い、この運行管理計画を
十分に把握理解したうえで、官用車の運行管理を行う。

b.入居官署の担当者と業務責任者で、週1回運行鯛整会繊を開怖し翌週のスケジュール調盤を効果的に
行う。

(11)運行内容報告 “

官用車運行管理業務の記録として、業務日報（自動車運行日報）を作成し、国及び各入居官署に毎日提出
する。また、整備記録を定期的に作成し、官用車運行管理期間中は保管する。作成する書類は以下のとお
りとする。運行管理業務の実態に合わせて業務日報の菰類、書式等を変更する場合は、国と担当企業で協
溌の上、変更することとする。

’自動車運行日報

事故報告書

定期車両チェック表（各月、年6回実施）
殆業（日粥）点検表
燃料補充壁を記録（日常点検表記載）※燃費表

卜裟蕊蕃
整備記鯨

|燃料

(12)官用車日常保守・整備

a，官用車の日常点検（道路運送車両法第47条の2の規定による）、国が用意するヒューズウオツシヤー
液等の消耗品等の交換等、日常必要とする保守業務を実行する。冬用タイヤ交換作業は、事業者業務
の対象外とする。

b,車輌整備状況確認を大新東の管理基準をもとに業務責任者が、入居宮署の職員立合いで年6回実施す
る。．

(13)定期運行・不定期運行

a・各入居官署の運行管理計画に基づき、定期又は不定期に官用車を運行する。
b.定期運行：運行管理計画（定期運行）に基づき、定期の経路及び日時による職員の定期的送迎を行

う。 ． ，

c，定期遮行は毎日同一人が行うが、国が交代を求めた場合は適切に対処する。
d.不定期運行：運行管理計画（不定期運行）に基づき、職員の業務上の要請に応じて不定期な経路及び
日時による目的地までの運行を行う。

(14)時間外運行（時間外業務等）

8．業務提供時間外での定期・不定期運行を行う。業務提供対象ごとの運行管理計画等に基づき、適切に
官用車を運行する。時間外業務等は以下のとおりの区分とする。
(a)時間外業務:'

①17時30分~22時及び5時~8時30分
②22時～5時

･ (b)休日業務：

①5時～22時

②0時～5時及び22時～24時 一

b.時間外業務の算出の時間は、原則として車両の保管場所からの出入りにおける運娠前点検の開始時間
から運行後点検，清掃の終了時までとする。

c・時|旧外業務等の時間数は、1ケ月分を合計するものとし、合計の時間に1時間未満の端数が生じた場
合は、30分以上は切り上げ、30分未満は切り捨てるものとする。 ‘
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内閣府新庁舎（仮称）整愉等事業業溺実施計画香

<15)効率的な官用車の運行

自動車運転日誌をもとに、走行距離と燃料消費の状況が適切かどうか碓認を行う。

(16)日常の給油 ．

日常の運行に必要な給油は、国の指定する給油所で行うこととし、その対価は国の負担とする。

(17)燃料費の立替払い

長距離運行に必要な燃料代・通行料等は立替えるものとする。燃料代等の立替えを適切に行い、領収書等
支払（立替）を証明する書類を必ず提出すること。なお、立替費用の糊算は、本事業外で別途国が負担す
る。 ．

(18)事故等の報告

業務の実施に伴い事故等が発生した場合は、直ちにその旨を国に報告し、速やかに事故処理を行うものと
する。その場合において、処理方法について国に報告し、その指示に従う。

(19)故障・修理の対応．

a、車両に故障等の不具合が発生又は発生する恐れのある場合には、速やかに国に報告する。
b,修理対応ほ､国で実施する。なお､軽微な故障に対応できる整備士を最寄り営業所に配備する。

(20)車故に関する損害賠償等

a・事業者は、業務の実施に伴い発生した事故の処理を行うとともに､ これに伴う国及び第三者への損害・
賠償の一切の責めを負う。 ．

b.国と十分に連絡をとりつつ、事故に係る一切の鞭故処理手続きを適切に行う。

(21)保険付保．

a・事業者は、全管理車両に対して交通事故に対応した次の最低条件を瀧たす任意保険に必ず加入する。
､（要求水準を超える保険付保を行う。また、万が一事業者の責における事故が発生した場合、保険特
約にて速やかに代車を手配する｡）‘

車両：時価

対人賠償：無制限

対物賠償：1千万円

b,保険契約を締結した際にはその証券を遅沸なく国に提示するものとし、国の承諾なくして保険契約及
び保険金額の変更又は解約をすることはしないものとする｡、

64



■

|別紙2-m ~一 一 一 一 一一 一一 一'

運転士一覧

－
1

運転士

’
－1天薪東一 ←|夫覇東(鵺『厩一~可り転鰭

■



1月26日（月)18時時点

唖屋園

特許庁前交差点における公用車による事故について

大臣官房会計課

事故の概要

1月22日（木）18時30分頃、東京都港区赤坂の交差点で、内閣府が所有する車両（プ

リウス）を含む計6台が絡む多重事故が発生｡報道によれば公用車が赤信号の交差点に

進入、法定速度を超えていた可能性があるとのこと。

1

･事故に巻き込まれ 。ほか8凋 一一 ’

名が重軽傷。

･公用車の後部座席には内閣官屋 ’2名1

1)が乗車しており’ ’｡’

･運転していー運転手（大新東株式会社)’

そのほか警視庁において事故捜査中。

2 内閣府及び事業者の関係

内閣府においては内閣官房・内閣府の公用車を所有（約150台)。うち77台について運

行管理業務を大新東株式会社に委託（請負契約)。事故車は2024年3月に購入したプ

リウス。

本件事故は同社が運行管理する車両によるものであり、請負契約に基づき、同社の責任

により対応（23日（金）16時30分頃代表取締役社長名でプレスリリースを公表)。

3 運転手の業務管理

･大新東には請負契約に基づき、運転手の要件を含め業務提供体制を整備させており、同

社の運転手についての業務管理は同社が実施。大新東によれば､■■運転手■）につ

いては健康診断や適性診断の結果、運転に支障はないと判断したとのこと。

・そのほか、直近の勤務状況等にも問題はなかったとのこと。

4 御遺族等への対応

’

’

1



1月26日（月)18時時点

｜取扱注詞

･怪我をされた方の状況は次のとおり

(内閣官房職員）2名

｜訂

’

’

■
■
・
魂
方の般

’

(※）’ ’

ワ
ー

／



1月27日（火)18時時点

唖唾圖

特許庁前交差点におIナる公用車による事故について

大臣官房会計課

1 事故の概要

・1月22日（木）18時30分頃、東京都港区赤坂の交差点で、内閣府が所有する車両（プ

リウス）を含む計6台が絡む多重事故が発生。報道によれば公用車が赤信号の交差点に

進入、法定速度を超えていた可能性があるとのこと。

・事故に巻き込まれ田 ｜・ほか8

名が重軽傷。

・公用車の後部座席には内閣官房 ’2名1

1)が乗車しており､l lol

運転していー運転手（大新東株式会社)’

’

｜

そのほか警視庁において事故捜査中。

2 内閣府及び事業者の関係

・内閣府においては内閣官房。内閣府の公用車を所有（約150台)。うち77台について運

行管理業務を大新東株式会社に委託（請負契約)。事故車は2024年3月に購入したプ

リウス。

・本件事故は同社が運行管理する車両によるものであり、請負契約に基づき、同社の責任

により対応（23日（金）16時30分頃代表取締役社長名でプレスリリースを公表)。

※当府は車両の所有者であり、自動車損害賠償責任（自動車損害賠償保障法第3条）や民

法上の共同不法行為による連帯責任を逃れるものではない。

3 運転手の業務管理

｡大新東には請負契約に基づき、運転手の要件を含め業務提供体制を整備させており、同

社の運転手についての業務管理は同社が実施。大新東によれば､■■運転手■）につ

いては健康診断や適性診断の結果、運転に支障はないと判断したとのこと。

・そのほか、直近の勤務状況等にも問題はなかったとのこと。

4 御遺族等への対応

’

’ ’

1



1月27日（火)18時時点

｜取扱注割

’

･怪我をされた方の状況は次のとおり

(内閣官房職員）2名

’

’

(一般の方）5名

’

’

(※）’

？
〕



1月28口（水)18時時点

唾唾圖

特許庁前交差点における公用車による事故について

大臣官房会計課

事故の概要

1月22日（木）18時30分頃、東京都港区赤坂の交差点で、内閣府が所有する車両（プ

リウス）を含む計6台が絡む多重事故が発生｡報道によれば公用車が赤信号の交差点に

進入、法定速度を超えていた可能性があるとのこと。

事故に巻き込まれ掴 ’。ほか運

転手を含め、8名が重軽傷。

公用車の後部座席には内閣官房 ’2名！

’)が乗車しており､l lol

1

･運転していー運転手（大新東株式会社)’

’

そのほか警視庁において事故捜査中。

2 内閣府及び事業者の関係

、内閣府においては内閣官房・内閣府の公用車を所有（約150台)。うち77台について運

行管理業務を大新東株式会社に委託（請負契約)。事故車は2024年3月に購入したプ

リウス。

・本件事故は同社が運行管理する車両によるものであり、請負契約に基づき、同社の責任

により対応（23日（金）16時30分頃代表取締役社長名でプレスリリースを公表)。

※当府は車両の所有者であり、自動車損害賠償責任（自動車損害賠償保障法第3条）や民

法上の共同不法行為による連帯責任を逃れるものではない。

運転手の業務管理

大新東には請負契約に基づき、運転手の要件を含め業務提供体制を整備させており、同

社の運転手についての業務管理は同社が実施。大新東によれば､■■運転手■）につ

いては健康診断や適性診断の結果、運転に支障はないと判断したとのこと。

そのほか、直近の勤務状況等にも問題はなかったとのこと。

3

1



1月28日（水)18時時点

唾垂蜀

4 御遺族等への対応

｜

’

.’ ｜を含めて､被害者の方には､大新東に加え､内閣府事務方も同席の上、

謝罪するべく調整中。

・怪我をされた方の状況は次のとおり

（内閣官房職員）2名

’

’

I■■

(一般の方）5名

(※）

７
】



1月29日（木)18時時点

｜取扱注詞

特許庁前交差点にお|ナる公用車による事故について

大臣官房会計課

1 事故の概要

・1月22日（木）18時30分頃、東京都港区赤坂の交差点で、内閣府が所有する車両（プ

リウス）を含む計6台が絡む多重事故が発生｡報道によれば公用車が赤信号の交差点に

進入、法定速度を超えていた可能性があるとのこと。

・事故に巻き込まれ週 ’。ほか運

転手を含め、8名が重軽傷（1/29㈱ 警視庁は、8名から6名に修正)。

・公用車の後部座席には内閣官屋 ’2名1

1）が乗車しており､| |｡l

･運転していー運転手(大新東株式会社)■■■｡’

’

｜ ｜

そのほか警視庁において事故捜査中（1/29㈱ 現場検証実施)。

2 内閣府及び事業者の関係

・内閣府においては内閣官房・内閣府の公用車を所有（約150台)。うち77台について運

行管理業務を大新東株式会社に委託（請負契約)。事故車は2024年3月に購入したブ

リウス。

・本件事故は同社が運行管理する車両によるものであり、請負契約に基づき、同社の責任

により対応（23日（金）16時30分頃代表取締役社長名でプレスリリースを公表)。

※当府は車両の所有者であり、自動車損害賠償責任〈自動車損害賠償保障法第3条）や民

法上の共同不法行為による連帯責任を逃れるものではない。

3 運転手の業務管理

・大新東には請負契約に基づき、運転手の要件を含め業務提供体制を整備させており、同

社の運転手についての業務管理は同社が実施。大新東|こよれば､■■運転手■）につ

いては健康診断や適性診断の結果、運転に支障はないと判断したとのこと。

・そのぽか、直近の勤務状況等にも問題はなかったとのこと。

1



1月29日（木)18時時点

歴唾ヨ

4 御遺族等への対応

’
寺

’

．’ ｜を含めて､被害者の方には､大新東に加え､内閣府事務方も同席の上、

謝罪するべく調整中。

・怪我をされた方の状況は次のとおり

（内閣官房職員）2名

’

’

・
・
・
・
売
方の般

｜

’

(※）’

？
］



1月30日（金)18時時点

國垂園

特許庁前交差点における公用車による事故について

大臣官房会計課

'1 事故の概要’
1月22日（木）18時30分頃、東京都港区赤坂の交差点で、内閣府が所有する車両（プ

リウス）を含む計6台が絡む多重事故が発生。報道によれば公用車が赤信号の交差点

に進入、法定速度を超えていた可能性があるとのこと。

事故に巻き込まれ |・ほか洞

運転手を含め、6名が重軽傷。

公用車の後部座席には内閣官房 ’2名1

1）が乗車しており、l lol

･運転していた■■■■運転手（大新東株式会社・■歳）■■■。’

’’

’

I■■■■

そのほか警視庁において事故捜査中（1/29㈱ 現場検証実施)。

'2内閣府及び事業者の関係’
・内閣府においては内閣官房・内閣府の公用車を所有（約150台)。うち77台について

運行管理業務を大新東株式会社に委託（請負契約)。事故車は2024年3月に購入した

プリウス。

・本件事故は同社が運行管理する車両によるものであり、請負契約に基づき、同社の責

任により対応。

※当府は車両の所有者であり、自動車損害賠償責任（自動車損害賠償保障法第3条）や

民法上の共同不法行為による連帯責任を逃れるものではない。

3運転手の業務管理’
大新東には請負契約に基づき、運転手の要件を含め業務提供体制を整備させており、

同社の運転手についての業務管理は同社が実施。大新東によれば、■■運転手 ■）

については健康診断や適性診断の結果、運転に支障はないと判断したとのこと。

そのほか、直近の勤務状況等にも問題はなかったとのこと。

1



1月30日（金)18時時点

｜取扱注意｜

'4御遺族等への対応’

（1）御遺族への対応

’

’
a

’

Z)怪我をされた方等への対応

･被害者の方の状況は以下のとおり

被害者の方には、大新東に加え、内閣府事務方も同席の上、謝罪させていただけるよ

う申し入れている。

(2）

(内閣官房職員）2名

’

’

’

1

｜

’

’

(一般の方）5名

.’ ’

一一一・・｡’

･’

｡’

｜

’

(※）

I

？
】



2月2日（月)19時時点

｜取扱注意’

特許庁前交差点における公用車による事故について

大臣官房会計課

'1 事故の概要’

1月22日（木）18時30分頃、東京都港区赤坂の交差点で、内閣府が所有する車両（ブ

リウス）を含む計6台が絡む多重事故が発生。報道によれば公用車が赤信号の交差点

に進入、法定速度を超えていた可能性があるとのこと。

。ほか･事故に巻き込まれ画 一一

運転手を含め、6名が重軽傷。

'2名 0 －－1公用車の後部座席には内閣官房

｜）が乗車しており、l lol－ ‐－司

’

運転していた■■■■運転手（大新東株式会社・■歳）■■■。’

’

■■■■

そのほか警視庁において事故捜査中（1/29（木）現場検証実施)。

'2内閣府及び事業者の関係

・内閣府においては内閣官房・内閣府の公用車を所有（約150台)。うち77台について

運行管理業務を大新東株式会社に委託（請負契約)。事故車は2024年3月に購入した

プリウス。

・本件事故は同社が運行管理する車両によるものであり、請負契約に基づき、同社の責

任により対応。

※当府は車両の所有者であり、自動車損害賠償責任（自動車損害賠償保障法第3条）や

民法上の共同不法行為による連帯責任を逃れるものではない。

3運転手の業務管凰
大新東には請負契約に基づき、運転手の要件を含め業務提供体制を整備させており、

同社の運転手についての業務管理は同社が実施。大新東によれば、■■運転手 ■）

については健康診断や適性診断の結果、運転に支障はないと判断したとのこと。

そのほか、直近の勤務状況等にも問題はなかったとのこと。
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'4御遺族等への対応’

（1）御遺族への対応

’
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2）怪我をされた方等への対応

･被害者の方の状況は以下のとおり

被害者の方には、大新東に加え、内閣府事務方も同席の上、謝罪させていただけるよ

う申し入れている。
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